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(一社)青森県産業資源循環協会
産業廃棄物管理者研修会

建設汚泥処理物等の

有価物該当性に関する取扱いについて
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青森県環境生活部環境保全課
廃棄物・不法投棄対策グループ

神 毅統
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日頃から、
産業廃棄物の適正処理に御協力いただき、
誠にありがとうございます。
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建設汚泥に係る主な通知

① 建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指

針について（Ｈ17.7.25）

② 建設工事から生ずる廃棄物の適正処理に

ついて（Ｈ23.3.30）

③ 建設汚泥処理物等の有価物該当性に関す

る取扱いについて（R2.7.20）
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①-1 建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断
指針について（Ｈ17.7.25）

・ 工作物の建設工事に伴って大量に排出される 、産業

廃棄物たる建設汚泥の中間処理後物について、廃棄物
該当性の判断の基礎を示した。

・ 建設汚泥処理物が、土地造成や土壌改良に用いる建

設資材と称して不法投棄されたり、「土砂」と偽装されて
残土処分場等に持ち込まれる事例などが多発したため。

・ 物の性状や、取引価値の有無など、「総合判断説」に
よる各種判断要素の基準が示された。



6

①-2 建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断
指針について（Ｈ17.7.25）

総合

判断説

物の性状

排出の状況

通常の取扱
い形態

取引価値の
有無

占有者の
意思等
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② 建設工事から生ずる廃棄物の適正処理に
ついて（Ｈ23.3.30）

・ 土木建築工事に伴い生ずる廃棄物について、廃棄物

処理法に沿って適正処理するための具体な処理手順等
を示し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図った。

・ ２．３（７）に建設汚泥を規定。

・ 汚泥：標準ダンプトラックに山積みできず、またその上
を人が歩けず、コーン指数がおおむね200kN／㎡。

・ 土砂：地山の掘削により生ずる掘削物（法対象外）。

・ 汚泥か土砂かは、排出時点で判断する（事例あり）。
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③-1 建設汚泥処理物等の有価物該当性に関す
る取扱いについて（R2.7.20）

・ 中環審（H29）において、不適正処理を防止しつつ広域

的流通を実現するため、再生利用の要件や廃棄物処理
法における再生品の扱いについて認識を共有し、建設
汚泥等の有効活用や広域利用の検討結果を踏まえ必
要な措置を講ずるべきとされた。

・ 建設汚泥処理物や再生砕石並びにこれらを原材料と

したもの（建設汚泥処理物等）が、建設資材やその原材
料として品質及び数量が適切であるにもかかわらず、再
生利用先までは廃棄物として扱われ、適正な再生利用
が妨げられるため。



9

③-2 建設汚泥処理物等の有価物該当性に関す
る取扱いについて（R2.7.20） 判断基準

総合判断説の各種判断要素の基準を満たすこと

社会通念上合理的な方法で計画的に利用されることが

確実であることを客観的に確認できること

建設汚泥処理物等が建設資材等として製造された時点

において有価物として取り扱うことが適当
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③-3 建設汚泥処理物等の有価物該当性に関す
る取扱いについて（R2.7.20）

具体的には・・

(1) 仕様書等で規定された用途及び需要に照らして

適正な品質及び数量である建設汚泥処理物等が、
飛散・流出又は崩落等の生活環境の保全上の支障
や品質の劣化を発生させずに適切に保管。

(2) 当該仕様書等に従って客観的にみて経済的合

理性のある有償譲渡として計画的に搬出され、再生
利用されることが確実であることを確認。
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③-4 建設汚泥処理物等の有価物該当性に関す
る取扱いについて（R2.7.20）

たとえば・・

(1) 処理又は製造及びそれらの管理の計画書。

(2) 再生利用の実施に関する中間処理業者と当該
建設汚泥処理物等を利用する事業者との間の確
認書。

(3) 再生利用の実施を確認できる書類。

（法令に基づき公的機関等により認可等された工事であることを証明
する書類、工事発注仕様書、再生資源利用促進計画書 等）

※建設工事における契約書締結義務（建設業法）
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③-5 建設汚泥処理物の有価物該当性に関する
取扱いについて（R2.7.20）

注意！！

・ 建設汚泥処理物等は建設資材や製品の原材料とし
ての広範な需要が認められる状況にはない。

建設資材や原材料としての市場が一般に認められな
い利用方法の場合にあっては、再生利用されることが
確実であることを確認できる書類等により、当該利用方
法に特段の合理性があることを確認。

・ 本通知は、建設汚泥処理物等の有価物該当性を判
断する一般的な方法を示したもの。
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（情報提供）
押印を求める手続の見直し等のための環境省
関係省令の一部を改正する省令の施行について

令和3年1月5日
環境省 廃棄物規制課長通知
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押印を求める手続の見直し等のための
環境省関係省令の一部を改正する省令の施行について

【改正の趣旨】

廃棄物処理法施行規則の様式で定める、
事業者等に対して押印を求めている手続の
押印（押印に代わって行うことが可能とされて
いた署名も含む。）を不要とすることとしたも
の。
（令和２年12月28日公布 同日施行）
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押印を求める手続の見直し等のための
環境省関係省令の一部を改正する省令の施行について

【経過措置】

（１） 書類に関する経過措置

この省令の施行の際現にあるこの省令によ
る改正前の様式により使用されている書類は、
この省令による改正後の様式によるものとみ
なすこととした。
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押印を求める手続の見直し等のための
環境省関係省令の一部を改正する省令の施行について

【経過措置】

（２） 用紙に関する経過措置

この省令の施行の際現にある旧様式による
用紙は、合理的に必要と認められる範囲

内で、当分の間、これを取り繕って使用する
ことができることとした。
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疑問点
① マニフェストは押印不要となるが、旧マニ

フェストはそのまま使用できるのか？

② マニフェストの「受領印」は、「受領欄」に

変更されたが、どのように使うのか？

③ 産業廃棄物処理委託契約書における

「印紙消印」の方法は？

④ 産業廃棄物処理委託契約書における

当事者同士の「甲乙印」は？
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① マニフェストの押印部分に記載している
「受領印」はどうするのか？

・ 特段の訂正等は要せず、そのまま使用可。

② マニフェストの「受領印」は、「受領欄」に
変更されたが、どのように使うのか？

・ 使用者が特に必要としなければ空欄で構わない。
運用時に、チェックを入れるなどの使用事例があるた

め、そのまま残したとのこと。（環境省 廃棄物規制課）
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様式第２号の１５（第８条の２１関係）

「受領印 ㊞」
が、
「受領欄」 に。
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③ 産業廃棄物処理委託契約書における
「印紙消印」の方法は？

・ 印紙の消印の方法（国税庁ＨＰ）

印紙を消す方法は、文書の作成者又は代理人、使用

人その他の従業者の印章又は署名によることになって
います（令第5条）。
このように、消印する人は文書の作成者に限られてお

らず、また、消印は印章でなくても署名でもよいとされて
いるところから、文書の消印は、その文書に押した印で
なくても、作成者、代理人、使用人、従業者の印章又は
署名であれば、どのようなものでも差し支えありません。
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④ 産業廃棄物処理委託契約書における
当事者同士の「甲乙印」は？

・ 押印についてのＱ＆Ａ（内閣府、法務省、経産省ＨＰ）

私法（民法や商法など）上、契約は当事者の意思の合致によ

り、成立するものであり、書面の作成及びその書面への
押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とは
されていない。
・ 民訴法第 228 条第４項には、「私文書は、本人［中略］

の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推
定する。」という規定がある。
・ 文書の真正が裁判上争いとなった場合でも、本人に
よる押印があれば、証明の負担が軽減されることになる。
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最後に、

(一社)青森県産業資源循環協会
及び 会員皆様方の、
益々の御発展をお祈り申し上げます。

今後とも、
本県の廃棄物行政に御協力賜りますよう、
宜しくお願い申し上げます。


